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大手前大学・大手前短期大学図書館利用規程 

 

第 1章 総    則 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、大手前大学・大手前短期大学図書館規程第 7条にもとづき、大手前大学・大

手前短期大学図書館（以下「図書館」という）の利用に関して必要な事項を定める。 

（利用者） 

第２条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という）は、次に掲げる者とする。 

（１）大手前大学及び大手前短期大学（以下「本学」という）の学生（研究生、科目等履修生、聴

講生等を含む） 

（２）本学の教員（非常勤講師を含む） 

（３）本学の事務職員 

（４）本学の卒業生及び退職した教員、事務職員 

（５）館長が特に許可した者 

（休館日） 

第３条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、通常授業日となった場合は除外する。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に定める休日 

（３）本学の開学記念日 10月 26日 

（４）夏期並びに冬期休業期間 

２ 館長が特に必要と認めたときは、前項の規程にかかわらず、臨時に休館又は開館することができ

る。 

（開館時間） 

第４条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。 

（１）メディアライブラリーCELL（西宮夙川キャンパス） 

授業日 8：30－19：30 

補講日 9：00－17：00 

休講日 9：00－17：00 

＊通信教育課程スクーリング授業開講日は、8：30―17：00 とする。 

                                           

（２）大阪図書館 （大阪城キャンパス） 

授業日 8：30－20:00 

補講日 9：00－13：00 

休講日 9：00－17：00 

 

２ 館長が特に必要と認めたときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。 

 

第２章 館内閲覧 
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（館内閲覧） 

第５条 利用者は、閲覧室その他所定の場所において、図書・雑誌その他の資料（以下「図書館資

料」という。）を閲覧することができる。 

（学外者の利用） 

第６条 第 2 条第 5 号に定める者（以下「学外利用者」という）が図書館の利用を希望するときは、

直接又は所属機関の図書館等を通じ、利用目的及び利用日時を示して、予め館長の許可を受けな

ければならない。 

２ 学外利用者が図書館を利用するときは、利用者証及び学生証、身分証明書等を提示しなければ

ならない。 

 

第３章  館外貸出 

（館外貸出） 

第７条  利用者は、図書館資料を館外に借り出すことができる。 

２  学外利用者が館外貸出を希望し、特に館長の許可を受けたときは、その許可条件に従って館外

貸出を利用することができる。 

３  次に掲げる図書館資料は、館長が特に必要と認めた場合を除き、館外への貸出しを認めない。 

（１）貴重図書 

（２）参考図書 

（３）雑誌の最新号 

（４）その他、特に館長が指定した図書館資料 

（館外貸出手続） 

第８条  図書館資料の館外貸出を利用しようとする者は、所定の手続きを経なければならない。 

（貸出冊数・期限） 

第９条 館外貸出の冊数及び期限は次のとおりとする。 

    図  書 雑  誌 

    冊数 期間 冊数 期間 

学部学科学生   20冊 14日※１ 3冊 ７日 

通信教育課程学生 20冊 28日 3冊 7日 

大学院学生 20冊 42日  3冊  7日  

教員・名誉教授※３ 50冊 180日※２ 3冊 ７日 

非常勤教員（右の貸出期間は契約期間内に限る） 50冊 90日 3冊 7日 

事務職員 20冊 14日 3冊 ７日 

卒業生および退職教職員 5冊 28日 3冊 ７日 

その他館長の認めた者 3冊 14日 ―― ―― 

  

※１ 学外で実施される実習系科目を履修する学生の図書の貸出期間は、原則、28日間とする。 

※２ 「資格・検定試験のための問題集・参考書については 14日間とする。 

※３ 在籍・退職を問わず 
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２  返却期限日が休館日にあたるときは、次の開館日に繰り下げる。 

３  館長が特に必要と認めたときは、第 1 項に定める貸出の冊数及び期限の制限を越えて館外貸

出を許可することができる。 

（貸出の特例） 

第 10 条  館長が特に必要と認めたときは、第 7 条 3 項に定める図書館資料の館外貸出を許   

可することができる。 

２  前項の館外貸出を希望する者は、所定の手続きを経て館長の許可を受けなければならない。 

（転貸の禁止） 

第 11条  借り出した図書館資料は、他の者に転貸してはならない。 

（返却） 

第 12条  借り出した図書館資料は、定められた返却期限までに、返却しなければならない。 

２  教職員が利用中の図書館資料について、他の利用者から利用希望があったときは、貸出期間

中であっても、その図書館資料の返却を求めることができる。 

３  卒業、退学又は休学、若しくは退職、休職したときは、速やかに借り出し中の図書館資料を返却

しなければならない。 

（貸出期間の継続） 

第13条  利用者が借り出し中の図書館資料を継続して利用しようとするときは、返却期限 内に返

却のうえ、あらためて貸出手続きをとらなければならない。ただし、その図書館資料に予約のあると

きは継続することはできない。 

（予約） 

第 14条  利用者は、必要な図書館資料が貸出中のときは予約することができる。 

２ 予約を申し出た者が連絡後１週間以内に利用の手続きをとらないときは、その者の予約の登録を

取り消す。 

（罰則） 

第15条 借り出した図書館資料を延滞した者は、当該貸出資料を返却するまでの間、貸出・延長申

請はできない。 

  ２ 借り出した図書館資料を返却期限に遅れて返却した者に対して、館長は、館外貸出を一定期 

間停止することができる。 

３ 前項の館外貸出の停止期間は、その延滞した日数分とし、当該貸出資料を返却した日の翌日 

から起算する。   

 

 

第４章  レファレンス等 

（レファレンス） 

第 16 条  図書館は、学生等の求めに応じて、書誌的事項の調査、参考文献の所在調査又は    

紹介などのレファレンス・サービスを行う。 

２  次の各号に掲げる業務は行わない。 

（１）学習課題に関する直接的な解答 

（２）他人のプライバシー等、人権を侵害する恐れのある事項の調査 

（３）その他、調査・相談に応ずることが適切でないと館長が認めた事項 
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（文献複写） 

第17条  図書館は、学生等の調査・研究の用に供するため、著作権法が認める範囲におい    て、

所蔵する図書館資料の複写を行う。 

２  複写することによって破損する恐れがあると館長が認めた図書館資料は、前項の規程にかかわ

らず、複写をしないことがある。 

（文献複写手続） 

第 18 条  利用者が図書館資料の複写を希望するときは、複写申込書に必要事項を記入し、   カ

ウンターに提出しなければならない。 

２  図書館資料の複写は、著作権法を遵守したうえで行うものとする。 

（複写料） 

第 19条  複写料は、別に定める実費を微収する。 

（図書館間協力） 

第 20 条  図書館は他の大学図書館および公共図書館等、他の図書館との相互協力の推進に努

める。 

２ 第 2 条第 1号から第 4 号までに掲げる者が他の大学等学外諸機関の所蔵する図書館資料の

利用を希望するときは、図書館に依頼することができる。 

３ 学外相互利用により他館から借り受けた資料の複写については、貸出館の規定または指示に従

い、貸出館が明示的に複写を禁止している場合は複写を行わない。また、複写作業を利用者自身

が行うことを禁止している場合は、係員が複写作業を行う。 

４ 学外相互利用により他館から提供を受けたデジタル化資料の閲覧については、提供館の規程ま

たは指示に従って係員が管理し利用者へ提供する。また、利用者の求めに応じて提供するデジタ

ル化資料の複写については、著作権法および提供館の規程または指示に従って、係員が複写作

業を行う。 

 

                                       

第５章 雑  則 

（弁償） 

第21条  図書館資料を利用中に紛失又は汚損、破損した者は、同一の図書館資料を弁償し なけ

ればならない。ただし、紛失又は汚損、破損の原因が利用者の責に帰することができないと館長

が認めたときは、弁償を免除することができる。 

２  同一の図書館資料が絶版等のために入手できないときは、館長が指定する類似の図書館資料

をもって弁償させることができる。 

３  利用者が図書館の施設設備を汚損、破損したときは、第１項の規定を準用する。 

（細則への委任） 

第 22条  この規程の施行に関して必要な事項は、館長が別に定める。 

（規定の改廃） 

第 23条  この規程の改廃は、図書館委員会の議を経て館長が行う。 

 

附則 

１ この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。 
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２ 大手前大学西宮図書館利用規程、および大手前大学伊丹図書館・大手前短期大学図書館利用

規程は廃止する。 

３ この規程は、平成 30年 4月 1日から改正実施する。 

４ この規程は、平成 31年 4月 1日から改正実施する。 

5 この規程は 2024年 4月 1日から改正施行する。 

６ この規程は、2024年 9月 1日から改正施行する。 

７ この規程は、2025年 4月 1日から改正施行する。 

８ この規程は、2026年 4月 1日から改正施行する。 


